
参考資料２第５回（10月12日） 今後の介護人材養成の在り方に関する検討会
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※実践キャリアアップ戦略推進チーム
第1回専門タスクフォース提出資料
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実践キャリア・アップ制度 「第一次プラン対象業種」 （案）
- 新成長分野への労働移動促進、人材育成・確保 -

「環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ（含、林業）」分野 ・ｸﾞﾘｰﾝ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝによる環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ大国戦略（新規雇用１４０万人）

「食・観光」分野 ・観光立国・地域活性化戦略（新規雇用５６万人） ・農林水産分野の成長産業化

「介護人材」
◇ 在宅介護・施設介護を通じた汎用性のある人材
◇ 現行の介護福祉士・ホームヘルパーなど既存の資格制度等との連動を検討（研修の一部免除等）

「介護・ライフケア」分野 ・ライフ・イノベーションによる健康大国戦略（新規雇用２８４万人）

「省エネ・温室効果ガス削減等人材」（カーボンマネジメント人材（仮称））
◇ 省エネや温室効果ガス排出削減、森林吸収に係る診断等（審査・検証等を含む）を行う人材
◇ 特に中小企業や農林業、ｵﾌｨｽ・店舗等、家庭において、削減ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ等を把握し必要な取組等をｱﾄﾞﾊﾞｲｽ

「６次産業化人材」（６次産業化プランナー人材（仮称））

◇ ６次産業化の取組に対する専門的かつ総合的なアドバイス・指導を行う人材

◇ 食品の品質管理・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ、農業等の知識を有し、農業等生産から商品開発・事業化等を一貫して指導

◆ 来年度までに評価基準及び育成プログラムを策定する「第一次プラン対象業種」（案）は、以下のとおり。
◆ 業種毎に、速やかに「作業部会」を」設置し、年末を目途に論点整理を行う。
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※実践キャリア・アップ戦略推進チーム
専門タスクフォース 第２回会合提出資料 抜粋



○介護分野は成長分野であるが、労働力人口が減尐する中で、人材確保が重要な課題

○人材確保ができない原因は、処遇の低さとキャリアアップの困難さ
・ 介護職員については、離職率は高い傾向があり、中長期的な定着が図られておらず、地域によっては
人手不足。その原因は、①賃金をはじめとする処遇の低さ、②キャリアアップの困難さ
・ 能力開発に関しては、介護職員は利用者に適切なケアができているかが最大の不安であり、
介護能力の向上に向けた研修に対する要望が強いが、多くは年に１～２回の研修しか実施されていない。

○介護職員のプロフェッショナルとしての質の向上によるキャリアアップが必要

・ 介護サービスに対しては、認知症ケアや医療ニーズを持つ人への対応等、質の高いサービスが
求められている。
・ 処遇を改善するため、当面の措置として（～平成23年度）、介護職員１人当たり月額1.5万円を
介護事業者に交付し、平成22年10月からは事業者においてキャリアパスを定めることも求められているが、
能力評価が十分に位置づけられているとは言い難い状況
・ 今後、中長期的には、介護職員の質の向上を図りつつ、プロフェッショナルとして認知されることにより、
介護福祉士等の資格や職員の能力に応じてキャリアパスが描けるようにしていくことが必要
・ その際、介護職員が働きながらキャリアアップできる仕組みが求められている。
・ また、介護職員の賃金の多くは、介護報酬で賄われていることから、資格や能力に応じたキャリアパスに
ついて介護報酬上の評価を検討することも重要

・ 介護福祉士の資格取得方法については、平成19年に法改正を行い、養成施設卒業者にも国家試験が義務付けられるとともに、実務経験
ルート（改正前は実務３年+国家試験）に6か月以上の課程を新たに義務付け。
これらの改正は平成24年度から施行予定であるが、「今後の介護人材養成の在り方に関する検討会中間まとめ」（平成22年8月）では、施

行を3年程度延期すべきとの方向性が示されている。

１．介護人材

現状と課題
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○ 幅広い人材を育成・確保する観点から、在宅介護・施設介護を通じた汎用性のある職業能力評価を
目指す。

＜参考＞現在の職業能力評価基準
・ 在宅介護について作成済み（施設介護について作成中）
・ 訪問介護サービス、通所介護サービス等職種・職務別に必要とされる能力を基準化

○ 資格制度等との連動を検討
・ 介護福祉士の養成課程との整合性、ホームヘルパー研修の一部免除 等

○ 専門学校・大学との教育課程との連動を検討

○ 企業の取組インセンティブ付与を検討
・ 介護報酬上の評価等の検討も重要

進め方のポイント
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